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  令和６年守山市議会６月定例月会議提出議案  

 

１ 付議件数 

専決案件    － 件       その他の案件    － 件 

認定案件    － 件       諮問案件      － 件 

予算案件    ２ 件       推薦案件      － 件 

条例案件    ４ 件       提出案件計     ７ 件 

人事案件    １ 件       （報告案件）     13 件 

提出日 令和６年６月７日    

 

２ 議案概要 

【議第36号】 令和６年度守山市一般会計補正予算（第１号） 

歳入歳出補正額  423,387千円   （補正後の額 35,923,387千円） 

 

【議第37号】 令和６年度守山市水道事業会計補正予算（第１号） 

       資本的収入額   92,100千円  （補正後の額  403,870千円） 

       資本的支出額  109,800千円  （補正後の額  821,538千円） 

 

【議第38号】 守山市税条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 地方税法等の一部改正に伴い、必要な改正を行おうとするもの 

      (1) 市民税関係 

ア 公益信託制度改革に伴い、公益信託の信託財産とするために支出した寄付金に

ついて、寄付金控除の対象とする。 

イ 大規模災害時等減免申請が困難な場合において、減免の要件に該当することが

明らかであれば職権での減免を可能とし、納税義務者による申請を不要とする。 

      (2) 固定資産税関係 

       ア 大規模災害時等減免申請が困難な場合において、減免の要件に該当することが

明らかであれば職権での減免を可能とし、納税義務者による申請を不要とする。 

       イ 再生可能エネルギー発電設備に係るわがまち特例のうち、バイオマス発電設備

（一般木質バイオマスおよび農産物残さ区分のうち10,000KW以上20,000KW未満の

もの）について、課税標準額の特例措置を従来の３分の２から７分の６に改める。 

ウ 民間事業者等が一体型滞在快適性等向上事業により整備した土地・家屋につい

て、課税標準額を２分の１に軽減する措置を、わがまち特例に追加する。 

      (3) その他字句および引用条項ずれの整備 
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（施行期日等）  

(1) 施行期日  

公布の日 

ただし、上記(1)アについては、公益信託に関する法律（令和６年法律第30号）の

施行日の翌年１月１日 

(2) 経過措置 

         令和５年度分までの市民税および固定資産税については、なお従前の例による。 

 

【議第39号】 守山市都市計画税条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 地方税法等の一部改正に伴い、必要な改正を行おうとするもの 

(1) 民間事業者が一体型滞在快適性等向上事業により整備した土地・家屋にかかる都

市計画税について、課税標準額を２分の１に軽減する措置を、わがまち特例に追加

する。 

 (2) その他字句および引用条項ずれの整備 

（施行期日等）  

(1) 施行期日  

公布の日 

       (2) 経過措置 

 令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

 

【議第40号】 守山市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準」の一部改正に伴い、必要な改正を行おうとするもの 

(1) 運営規程の概要、職員の勤務体制等、教育・保育に関する重要事項説明書につい  

 て、磁気ディスク等特定の記録媒体での交付に関する規定が手続きのオンライン化 

 の支障となっていることから、新たな情報通信技術の導入・活用に対応できるよう 

改正を行う。 

(2) 特定教育・保育施設等における重要事項について、従来の書面掲示に加え、イン 

ターネットを利用して閲覧に供することを定める。 

（施行期日） 公布の日 
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【議第41号】 守山市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例案 

（改正概要） 「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」等の

一部改正に伴い、地域型保育施設で従事する保育士の数について、必要な改正を行お

うとするもの 

       

 

 

      ※０～２歳児は現行のとおり 

（施行期日等） 

(1) 施行期日  

公布の日 

      (2) 経過措置 

        改正後の保育士の人数の確保が困難であると市長が認める施設については、令和

６年度に限り、なお従前の例による。 

 

【議第42号】 守山市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

       地方税法第404条第２項の規定に基づき議会の同意を求めるもの 

・
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【報告第１号】 専決処分の報告について 

〔令和５年度守山市一般会計補正予算（第14号）〕（令和６年３月31日付け委任専決第１号） 

      歳入歳出補正額 5,000千円 （補正後の額 37,255,620千円） 

 

【報告第２号】 専決処分の報告について 

〔令和５年度守山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）〕 

（令和６年３月31日付け委任専決第２号） 

      歳入歳出補正額 31,000千円 （補正後の額 1,072,093千円） 

 

【報告第３号】 専決処分の報告について 

〔守山市税条例の一部を改正する条例〕（令和６年３月31日付け委任専決第３号） 

  （改正概要） 地方税法等の一部改正に伴い、必要な改正を行った。 

(1) 市民税関係 

ア 令和６年１月に発生した能登半島地震により生じた住宅や家財の損失は、令和

５年中の損失とみなして令和６年度の市県民税の雑損控除を適用する。 

 

対象施設 職員配置基準 

地域型保育施設 

（小規模保育・事業所内保育） 

満３歳児 満４歳以上児 

現行 改正後 現行 改正後 

20：1 15：1 30：1 25：1 
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イ 令和６年度の個人住民税の所得割から納税者および扶養家族（配偶者を含む。）

一人につき１万円の特別税額控除を実施するため、所要の規定を整備した。 

ウ 特別税額控除の対象となる所得割の額について、上場株式等の配当所得などの

分離課税分の個人住民税の所得割の額を含めるよう、読替規定を整備した。 

(2) 固定資産税関係 

ア 分譲マンション等の家屋に係る認定長期優良住宅に係る特例について、管理者

等が申告書を提出した場合は、所有者から申告書の提出がない場合でも、特例を

適用できることとした。 

 イ 土地に係る負担調整措置を令和６年度から令和８年度まで３年間延長した。 

(3) その他字句および引用条項ずれの整備 

  （施行期日等）  

       (1) 施行期日  

令和６年４月１日 

       (2) 経過措置  

令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 

【報告第４号】 専決処分の報告について 

   〔守山市都市計画税条例の一部を改正する条例〕（令和６年３月31日付け委任専決第４号） 

（改正概要） 地方税法等の一部改正に伴い、必要な改正を行った。 

(1) 土地に係る負担調整措置を令和６年度から令和８年度まで３年間延長した。 

(2) その他字句および引用条項ずれの整備 

（施行期日等）  

(1) 施行期日  

令和６年４月１日 

(2) 経過措置  

令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

 

【報告第５号】 専決処分の報告について 

〔守山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例〕（令和６年３月31日付け委任専決第５号） 

（改正概要） 国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、国保税について必要な改正を行った。 

       (1) 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げ 

（現行）22万円→（改正後）24万円 

        ※ 医療給付費分および介護給付費分は据え置く。 

       (2) 均等割・平等割の軽減措置の拡大 

        ア ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ず

るべき金額の引上げ 
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（現行）29万円→（改正後）29.5万円 

イ ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ず

るべき金額の引上げ 

（現行）53.5万円→（改正後）54.5万円 

       (3) 関係条文の字句の整備 

  （施行期日等）  

       (1) 施行期日  

令和６年４月１日 

       (2) 経過措置  

令和５年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

【報告第６号】 令和５年度守山市繰越明許費繰越計算書について 

地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、報告するもの（一般会計） 

 

【報告第７号】 令和５年度守山市水道事業会計予算繰越計算書について 

地方公営企業法第26条第３項の規定に基づき、報告するもの 

 

【報告第８号】 令和５年度守山市下水道事業会計予算繰越計算書について 

地方公営企業法第26条第３項の規定に基づき、報告するもの 

 

【報告第９号】 令和５年度守山市病院事業会計予算繰越計算書について 

地方公営企業法第26条第３項の規定に基づき、報告するもの 

 

【報告第10号】 令和５年度守山市土地開発公社の決算の報告について 

地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、報告するもの 

 

【報告第11号】 令和６年度守山市土地開発公社の事業計画および予算について  

地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、報告するもの 

 

【報告第12号】 令和６年度一般財団法人守山野洲市民交流プラザの事業計画および予算について  

地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、報告するもの 

 

【報告第13号】  令和６年度公益財団法人守山市文化体育振興事業団の事業計画および予算について 

地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、報告するもの 

 

 


